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新型コロナウイルスの感染拡大に対する対応について  

 

新型コロナウイルスの感染拡大が続いている現状を受け、当社グループではお客様と従業員の健康

と安全を考慮し、以下の対策の実行、準備を進めております。 

ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．基本方針 

  政府並びに行政の規制を遵守し、当社グループから一人の感染者も出さないように、強力に従業

員の感染対策を進めていく。 

 

 

２．感染予防対策 

 ①従業員感染予防対策 

‧ マスク・手洗い・うがいの励行を図っていきます。 

‧ 公私ともに人混みが多い場所、感染発生地域、公共交通機関の利用などは極力避け、外出する

場合は十分な感染対策をします。 

‧ 通勤時の感染予防のため、業務に支障がない限り、公共交通機関による通勤は時差出勤を活用

します。 

‧ 在宅テレワークが可能な職種、疾患を持っている従業員には、在宅テレワークを実施します。 

  

 ②営業活動 

‧ 原則、通常の営業活動を継続しますが、感染が発生している地域への営業はリスクを考慮の上、

代替処置を検討します。 

 

 ③通常の会議等の開催 

‧ 業務上必要な会議を除き、ＴＶ会議の方式を原則とします。 

‧ 延期が可能な会議は、時期をずらして開催します。 

 

 ④外部セミナー等への参加 

‧ 当社グループ主催のセミナー等は、開催を見合わせます。 

‧ 業務活動に必要なもの、業務上欠席ができないものを除き、当面、参加を見合わせます。 

 



 ⑤大規模会議・イベントの対応 

‧ 広域、大人数の会議、イベントについては、延期・中止を検討します。 

‧ 感謝祭等の小規模イベントは、感染対策を徹底した上で開催します（状況により中止します）。 

 

 ⑥海外出張 

‧ 原則、海外出張は見合わせます。但し、業務上、出張が必要な場合は、人数を絞り、感染対策

を行うとともに、帰国後についても一定期間、極力、従業員との直接接触を避けます。 

 

 

３．感染者・濃厚接触者発生時の対応 

  社内に感染者・濃厚接触者が発生した場合、当社グループは以下の対応を行います。 

 ①従業員に感染者が発生した場合 

‧ 当該従業員には、医療機関、保健所の指示に従った療養を命じます。 

‧ 感染者の行動履歴を確認し、濃厚接触者を特定します。 

‧ 感染者の執務スペースの消毒対応を行います。 

 

 ②濃厚接触者への指示 

‧ 濃厚接触者については 2週間の自宅待機を命じます。 

‧ 当該従業員の執務スペースの消毒対応を行います。 

 

 

４．その他 

‧ ＢＣＰ（事業活動の継続）について、各社、各事業によって、定められた新型コロナウイルス

対応計画に基づき、顧客サービスの提供、業務の遂行を図っていきます。 

 

 

以 上 

 


